
 秋 田 経 済 同 友 会 は 「 松 く い 虫 対 策 に つ い て の 緊 急 提 言 」 を ま と め て 1 0

月 2 7 日 、県 に提 言書 を 提出 、早 期の対 策 強化 を求 めた。  

 県 庁を 訪れ たのは 佐 藤暢 男代 表幹事 と 御牧 平八 郎代表 幹 事の 二人 。農林

水 産 部長 室で 竹村達 三 農林 水産 部長に 提 言書 を手 渡した 。 清水 邦夫 農林水

産 部 森林 技監 らも同 席 した 。  

 席 上、 佐藤 、御牧 の 両代 表幹 事は 「 県 や市 町村 はそれ な りの 防止 対策を

講 じ て い る が な か な か 成 果 が 目 に 見 え て い な い の が 現 状 。 1 9 年 に は 秋 田

わ か 杉 国 体 が あ り 、 2 0 年 に は 全 国 植 樹 祭 が 予 定 さ れ て い る 。 経 済 同 友 会

と し ても でき ること は 協力 して いくの で 、県 が主 導して み すぼ らし い姿を

さ ら して いる 被害木 の 処理 、そ のうえ で の植 林な どにさ ら に積 極的 に 取り

組 ん で欲 しい 」と訴 え た。  

 こ れに 対し て竹村 部 長ら は「 苦しい 財 政事 情の 中だが 緊 急性 のあ るとこ

ろ か ら防 除対 策など に 取り 組み 、努力 し てい る。 要望の 趣 旨は 十分 理解で

き る ので 知事 にも良 く 伝え 、予 算措置 を 含め た対 策をさ ら に検 討し ていき

た い 」と 述べ た。  

 

     松くい虫対策についての緊急提言  

 秋 田県 内で 日本海 沿 岸部 の松 林を中 心 に、 松く い虫の 被 害が 確認 されて

2 0 年 以 上 が 経 過 し ま し た 。 拡 大 す る 一 方 の そ の 惨 状 は お ぞ ま し い 光 景 で

あ り 、見 るに 忍びな く 、美 しい 自然環 境 を誇 りと してき た 県民 の心 の奥襞

に 空 しさ を助 長する ば かり です 。  

 

 被 害は 平成 ８年度 を 境に 減少 傾向を 見 せま した が、同 1 2 年 から は再び

拡 大 に転 じ、 異常と し か言 いよ うのな い 状況 と認 識しま す 。  

 こ のま まで は、県 内 海岸 部は もとよ り 、内 陸部 の貴重 な 松林 が、 或いは

庭 木 の松 まで もが枯 死 、枯 木化 を待つ 危 機に あり ます。  

 

 一 例を 秋田 市から 由 利地 方に 至る海 岸 部に 見ま すと、 全 てと 言っ ていい

松 林 に緑 は跡 形もな く 、哀 れな 枯木が に ょき にょ きと無 残 、異 様な 姿で林

立 し てお りま す。栗 田 定之 丞や 賀藤景 林 など 歴史 に名を 残 す先 人た ちが、

飛 砂 と風 害か ら生活 、 生産 を守 るため に 植林 した 貴重な 緑 の 遺 産が 、瞬時

に し て失 われ 、手を こ まね いて いると 映 るの が現 実です 。  

 

 秋 田県 、県 内各市 町 村で は、 それな り の防 止対 策を推 進 して きた わけで



す が 、結 果は 残念な が ら現 状の 通りで す 。今 や、 喫緊の 課 題と して 被害の

拡 大 防止 と復 元に最 大 限の 努 力 を傾注 す べき 時期 と判断 し ます 。  

 

 秋 田 県 が 策 定 し た 『 2 0 2 0 年  秋 田 の 姿 』 に は 、「 子 ど も の こ ろ か ら 環

境 の 大切 さを 認識し 、 生産 や産 業など 人 間活 動の あらゆ る 場面 で、 環境保

全 を 優先 する ライフ ス タイ ルが 確立さ れ （中 略） 環境保 全 の実 践活 動が積

極 的 に展 開さ れてい ま す」 と記 述され て おり ます 。  

 

 『 今、 為さ ずして 』 の思 いで す。一 日 も早 く、 次の被 害 に直 結す る枯木

の 伐 倒駆 除を 優先的 に 実施 し、 先ず子 ど もた ちの 日常視 野 から 哀れ な郷土

の 姿 を除 去す ること こ そが 、環 境教育 の 最優 先事 項では な いか と考 えます 。

い つ まで も記 憶に残 る 原風 景を 、緑豊 か な自 然環 境とし て 止め て欲 しいと

願 う から です 。その う えで の植 林作業 の 実施 は、 子ども た ちも 含む 県民参

加 の 一大 事業 として 展 開が 可能 でしょ う 。昭 和 2 0 年代 の 荒れ た里 山での

学 校 植林 が、 今、豊 か な秋 田杉 として 蓄 積さ れて いる情 景 を思 い浮 かべま

す 。  

 

 秋 田県 では 平成 1 9 年に 国民 体育 大会 が 開 催 され 、翌 2 0 年春 には 全国

植 樹 祭が 内定 してお り ます 。目 玉の観 光 地、 国定 公園・ 男 鹿半 島の 景観さ

え も 無残 の一 語に尽 き ます 。こ のまま で の観 光地 の姿を 、 現状 のま までの

秋 田 の自 然を 、全国 か ら集 まる 人々の 目 に晒 すこ とは、 い かに 自然 生態系

の な せる 要因 が大き い とは いえ 、余り に も無 策を さらけ 出 すよ うで 悲しく

て な りま せん 。  

 

 県 内市 町村 でも松 く い虫 から 町を守 る 条例 を制 定した 町 、伐 倒駆 除を急

ぐ た めに 山林 所有者 の 特定 を呼 びかけ て いる 町も ありま す 。 民 間で も『松

く い 虫か ら松 を守ろ う 』と 真剣 に取り 組 んで いる 団体も あ りま す。 秋田県

が 2 0 0 3 年４ 月から 施 行し た『 水と緑 の 条例 』も また、 緑 豊か な郷 土の建

設 を 願っ たも のでし ょ う。 しか し、財 政 的な 限界 もあっ て 、実 行は 十分と

は 言 えま せん 。  

 

 こ の 際 、 土 地 所 有 区 分 の 枠 を 超 え 、「 オ ー ル 秋 田 」 の 認 識 に 立 っ て 従 来

の 対 策を 大胆 に踏み 込 み、 平成 1 7 年 度 から 県政 の重点 施 策に 位置 づけ、

県 が 主導 して 短期間 に 強力 、か つ広範 な 事業 展開 による 『 緑あ ふれ る郷土

秋 田 』の 再現 を強く 期 待す るも のです 。 郷土 の先 覚はふ る さと の姿 を『山



水 み なこ れ詩 の国秋 田 』と 謳い 上げ、 後 世に 残し ました 。 それ は秋 田県民

に と って 無二 の誇り で もあ るは ずです 。 誇り 得る 姿の取 り 戻し への 挑戦は 、

必 ず や県 民各 位の賛 同 を得 られ るもの と 信じ て疑 いませ ん 。  


